
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる費用 
 

 

 

 

 

 

     【申請・問い合わせ】 

          川崎町役場 町民生活課 電話：0224-84-2112 

２人で新生活をスタートさせよう！ 
 

川崎町結婚新生活支援事業補助金 

結婚新生活を 

応援します！ 
 

住宅リフォーム 
修繕、増築、改築等に

係る工事費用 

 

住宅の新規・購入 
建物（土地を除く）の

取得に要した費用 

 

住宅の賃借 
賃料、敷金、礼金、共

益費及び仲介手数料    
 

引っ越し 
引越業者又は運送業

者への支払った費用  

 

婚姻時の年齢  が夫婦ともに 
 

２９歳以下 

最大６０万円 

婚姻時の年齢  が夫婦ともに 
 

39歳以下 

最大３０万円 
※今年度から39歳以上の方でも 

最大20万円を助成します!! 

 



対象となりません

はい

対象となりません

ありません

はい いいえ

はい いいえ

令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間に、夫婦が結婚
に伴う住宅取得・住宅リフォーム・住宅賃貸・引越費用を支払っ
ていますか？

申請

①夫婦の合算所得が500万円未満ですか？ いいえ

はい

はい

申請を希望する場合は事前にご相談ください

対象となりませんあります

対象となる場合があります
ご相談ください

夫婦ともに町税等に滞納はありませんか？

①の金額から②の金額を差し引く
と500万円未満になりますか？

②夫婦の双方または一方が貸与型奨学
金の返済を行っていますか？

補助金申請日において町内の住居に住民登録がありますか？

対象となりません

はい いいえ

いいえ

以上の方でも、対象と

婚姻届を提出した39歳

令和８年１月1日以降、

なる場合があります

川崎町新婚新生活支援事業補助金申請フロー

令和８年１月１日から令和９年３月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日にお
いて夫婦いずれもが39歳以下ですか？


